
 

 

（別紙） 

○ 課徴金の額の計算方法について 

１ 金融商品取引法第１７５条第２項第２号の規定により、当該有価証券の買付けにつ

いて公開買付等の実施に関する事実の公表がされた後２週間における最も高い価格

（２,６１５円）に当該有価証券の買付けの数量を乗じて得た額から、当該有価証券の

買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。 

（２,６１５円×２５,９７７株（注１））－｛（２,１０７円×５,０００株＋２,１１

３円×１，５００株＋２,１１４円×７，１００株＋２,１１５円×１１，８００株＋２,

１１６円×１,１００株）×（５５,０００,０００円／５６,１０５,４７９円）｝（注

２）＝１３,０３４,７２７円 

（注１）自己の計算による買付けの数量は、自己及び自己以外の者の計算による買付

けの数量２６,５００株に、自己が当該有価証券の買付けのために拠出した額５５,０

００,０００円／自己及び自己以外の者の計算による委託手数料を含めた買付けの額

５６,１０５,４７９円を乗じて得た数量（１株未満端数切捨て） 

（注２）自己の計算による買付けの額は、自己及び自己以外の者の計算による買付けの

額５５,９９８,５００円に、自己が当該有価証券の買付けのために拠出した額５５,０

００,０００円／自己及び自己以外の者の計算による委託手数料を含めた買付けの額５

６,１０５,４７９円を乗じて得た額（１円未満端数切捨て） 

２ 金融商品取引法第１７６条第２項の規定により、課徴金の額は、上記１で計算した

額の１万円未満の端数を切り捨てた１３，０３０，０００円となる。 


